
提出方法
原則メールまたは電子申請届出システムによる提出

押印、原本証明等は不要

各種届出及び指定更新申請について

変更届 体制届

廃止・休止・再開届 指定更新申請

協⼒医療機関に関する届出

様式・添付書類

ホーム ＞ 健康・福祉 ＞ 福祉 ＞
高齢者福祉 ＞ 事業所向け情報

届出様式・添付書類は市
ホームページに掲載してい
ます。
必要書類を御確認の上、届
出をお願いします。
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指定を受けた内容に変更が
ある場合

変更届

提出が必要な場合

提出時期

変更⽇から10⽇以内

体制届

新たに加算等を算定しよう
とする場合
加算等の区分を変更しよう
とする場合
加算等の要件を満たさなく
なった場合

提出が必要な場合
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提出時期

新たに加算等を算定または加算等の区分を変更する場合

訪問・通所・多機能系サービス
毎月15⽇までに届出 翌月から算定開始
毎月16⽇以降に届出 翌々月から算定開始

居住系・施設系サービス
届出が受理された月の翌月から算定開始
（届出が受理された⽇が月の初⽇である場合はその月から算定開始）

届出時期によって算定開始時期が異なりますので、ご注意ください。

提出時期

加算の要件を満たさなくなった場合

加算の要件を満たさなくなった時点で、速やかに届出
を⾏うことが必要です。

必要書類

給付費算定に係る体制等に関する届出書
給付費算定に係る体制等状況一覧表
その他の添付書類（加算等の内容により異なります。）
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廃止・休止・再開届

事業を廃止・休止・再開
する場合

提出が必要な場合

提出時期

事業を廃止・休止・再開
する⽇の１か月前まで

指定更新申請

指定有効期間以降において
も事業を継続する場合

提出が必要な場合

提出時期

指定有効期間満了⽇の
１か月前まで
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指定介護保険サービス事業者の指定有効期間は６年間
です。６年ごとに指定更新申請が必要となります。

指定更新対象の事業所へは、指定有効期間が満了する
約２か月前にメールでお知らせします。

指定更新申請

１年に１回以上は必ず提出
協⼒医療機関を変更した場合

協⼒医療機関に関する届出

提出が必要な場合

提出時期

各年度の３月末まで

対象となる事業所

認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
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